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阿蘇広域行政事務組合女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画 

 

令和 ８年 ３月２５日 

阿蘇広域行政事務組合管理者 

阿蘇広域行政事務組合議会議長 

阿蘇広域行政事務組合消防長 

 

 この計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法

律第６４号。以下「法」という。）第１９条第１項に基づく、特定事業主行動計

画（以下「本計画」という。）である。 

これまで、阿蘇広域行政事務組合においては、平成２９年７月１４日から令和

８年３月３１日までを計画期間とし、女性職員の活躍の推進に取り組んできた。 

今後においても特定事業主としての基本的な取り組みを示し、職員の仕事と

家庭の両立支援及び女性職員の活躍推進を図ることを目的とする。 

 

 

１ 計画期間 

  本計画の期間は、令和８年４月１日から令和１８年３月３１日までの１０

年間とする。なお、令和１２年度には状況を検証し、実情に応じて改定を行う

ものとする。 

 

２ 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等 

  阿蘇広域行政事務組合では、女性職員の活躍を効果的に推進するため、管理

職や職員に対し、情報提供等を実施する。 

なお、所属長は、本計画の趣旨及び内容を十分に認識し、職員の意識向上や

職場環境の整備等、本計画の推進に努める。 

また、計画の内容について、職員の意見を広く徴集し、その後の対応や計画

の見直し等を図る。 

 

３ 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標、取組及び実施時期 

  法第１９条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に

基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第

６１号。以下「内閣府令」という。）第２条に基づき、女性職員の職業生活に

おける活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当

該課題分析の結果に基づいた女性職員の活躍を推進するための目標を設定し、

その達成に向けた取り組みを本計画期間内において行う。 
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（１）現状把握 

① 採用状況 

 採用者数 男性 女性 女性の割合 

令和３年度 １６人 １１人 ５人 ３１.３％ 

令和４年度 １６人 １３人 ３人 １８.８％ 

令和５年度 ３人 １人 ２人 ６６.７％ 

令和６年度 １２人 ９人 ３人 ２５.０％ 

令和７年度 ５人 １人 ４人 ８０.０％ 

 

過去２ヶ年女性採用割合 ４１.２％ 

過去５ヶ年女性採用割合 ３２.７％ 

 

 

 

② 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

 全体 男性 女性 女性割合 

令和６年度 １２名 １２名 ０名 ０.０％ 

令和７年度 １１名 １１名 ０名 ０.０％ 

 

 

 

③ 各役職段階に占める女性職員の割合（係長相当職以上） 

 全体 男性 女性 女性割合 

令和６年度 ４９名 ４７名 ２名 ４.１％ 

令和７年度 ５０名 ４８名 ２名 ４.０％ 

 

 

 

④ 男女別の育児休業取得率及び平均取得期間 

 性別 取得者数 育児休業取得率 平均取得日数 

令和５年度 男性 ３名  １７.６％  １４５日  

女性 １名  １００.０％  ３０９日  

令和６年度 男性 ６名  ６６.７％  ４３日  

女性 ３名  １００.０％  ２９９日  
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⑤ 男性職員の配偶者出産休暇等の取得率及び平均取得日数 

 休暇の種類 休暇取得率 平均取得日数 

令和５年度 配偶者出産 ４７.１％ １.７日 

育児参加 ６４.７％ ３.３日 

令和６年度 配偶者出産 １００.０％ １.９日 

育児参加 １００.０％ ４.７日 

 

 

 

⑥ 各月ごとの平均超過（時間外）勤務時間の状況 

令和５年度実績 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

時間 ５.４ ５.７ ４.３ ４.３ ５.３ ４.１ 

45時間以上       

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

時間 ４.６ ５.９ ５.０ ５.６ ４.７ ５.１ 

45時間以上  １人  １人   

 

令和６年度実績 

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

時間 ４.５ ６.８ ４.５ ４.６ ５.０ ５.９ 

45時間以上       

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

時間 ５.９ ５.３ ６.３ ６.２ ４.７ ６.４ 

45時間以上   ２人    

 

 

 

  ⑦ 年次有給休暇の取得日数等 

 性別 取得日数 取得率 

令和５年 男性 １６.３日 ４３.４％ 

女性 １５.５日 ４３.９％ 

令和６年 男性 １６.７日 ４３.６％ 

女性 １３.７日 ３８.５％ 

 



4 

 

（２）数値目標、取組及び実施時期等 

① 職員採用関係 

数値目標 女性の採用試験の採用割合を平均３０％以上とする。 

取組内容 

採用情報をホームページや広報等を活用し、幅広く周知

する。 

各施設において、女性が安心して勤務できるよう、仮眠

室、休憩室、トイレ等整備を行う。 

 

② 休暇の取得促進 

数値目標 年次有給休暇の平均取得日数を１５日以上とする。 

取組内容 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、各部署におい

て、業務の見直しを行い、計画的な執行管理や相互協力

体制の整備などを図る。管理職は部下の取得状況を把

握、部下に対して計画的な取得を指導するとともに、自

らが率先して休暇を取得するよう努める。 

 

③ 時間外勤務の縮減 

数値目標 
各職員の時間外勤務について、年間２００時間以内とす

る。 

取組内容 

適切な人員の配置を推進する。職員全体で時間外勤務縮

減の認識を深め、安易に時間外や休日勤務が行われない

よう意識啓発を図る。 

命令者である管理職は、時間外勤務の多い職員に対しヒ

アリングを行ったうえで、業務分担や注意喚起を行う。 

 

④ 継続就業及び仕事と家庭の両立 

数値目標 

育児休業取得率を女性１００％、男性５０％以上とす

る。男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得

率を１００％とする。 

取組内容 

出産を控えている全ての男女に対し、各種休暇（育児休

業、配偶者出産休暇、育児参加休暇）の説明を行い、活

用促進に関する助言を行う。 

また、円滑に職場復帰できるよう、業務分担の調整、柔

軟な働き方の推進など必要な支援を行う。 

 


